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答  申  

 

審 査請 求 人 （以 下 「請 求 人 」と い う。 ） が 提起 し た 土 地 区 画整

理法（ 以下「 法 」とい う 。）１ ０３ 条１ 項 の規 定に 基づ く 各換 地

処 分 に 係 る 各 審 査 請 求 に つ い て 、 審 査 庁 か ら 諮 問 が あ っ た の で 、

次の とお り 答申 する 。  

 

第１  審 査 会の 結論  

本件 各審 査 請求 は、 いず れ も 棄 却す べき で ある 。  

 

第２  審 査 請求 の趣 旨  

本件 各審 査 請求 の趣 旨は 、東京 都市 計画 事 業 ○ ○ 土 地区 画

整理 事業 （以 下「本件 事 業」と いう。） の 施行 者 で ある ○ ○

区（ 代表 者 ○○ 区長 。以 下 「処 分庁 」と い う。 ）が 、令 和 ３

年２ 月５ 日 付け の各 通知 書 で 請 求人 に対 し て 行 った 、従 前 の

土地 である○ ○ 区○ ○丁 目 ○○ 番○ ○及 び同 番 ○○（以 下「 従

前 土 地 １ 」 と い う 。 ） に 係 る 換 地 処 分 （ 以 下 「 本 件 処 分 １ 」

とい う 。）並び に従 前の 土 地 で ある ○○ 区 ○○ 丁目 ○○ 番 ○

○及 び同 ○ ○ 番 ○○（ 以下「 従 前土 地２ 」と い い、従 前土 地

１と 併せ て 、 以 下「各 従 前土 地 」とい う。）に 係る 換地 処 分

（以 下「 本件 処分 ２ 」と い い 、本 件 処分 １と 併 せて 、以下「 本

件各 処分 」 とい う。 ） に つ いて 、そ れぞ れ の取 消し を求 め る

もの であ る 。  

 

第３  請 求 人の 主張 の要 旨  

請求 人は 、以 下 の理 由か ら 、本 件各 処分 の 違法 又不 当 を 主

張し 、そ の 取消 しを 求め て いる 。  

清算 金予 定 額について、区画 整 理 時の事前 の説明 と異なり、

あま りに 高 額な 請求 金額 で ある ため 納得 で きな い。従前 の 土

地約 １２ ０ 坪か ら換 地後 約 １０ 坪近 く減 歩 して いる にも 関 わ
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らず 、高 額 な清 算金 が発 生 した 理由 、具 体 的な 換地 にお け る

算定 方法 の 根拠 の説 明及 び 清算 金の 再計 算 を求 める 。   

 

第４  審 理 員意 見書 の結 論  

本件 各審 査 請求 はい ずれ も 理由 がな いか ら 、行 政不 服審 査

法４ ５条 ２ 項の 規定 を適 用 して 棄却 すべ き であ る 。  

 

第５  調 査 審議 の経 過  

審査 会は 、 本件 諮問 につ い て、 以下 のよ う に審 議し た。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和 ５年  １月 ２０ 日  諮問  

令和 ５年  ３月  ７ 日  審議 （第 ７ ６回 第４ 部会 ）  

令和 ５年  ４月 ２６ 日  審議 （第 ７ ７回 第４ 部会 ）  

 

第６  審 査 会の 判断 の理 由  

審査 会は 、請 求 人の 主張 、審 理 員意 見書 等 を具 体的 に検 討

した 結果 、 以下 のよ うに 判 断す る。  

１  法令 等 の定 め  

⑴  事業 計 画の 公告 、土 地 区画 整理 審議 会 の設 置 等  

ア  法５ ２ 条１ 項 に よれ ば 、都 道府 県又 は 市町 村は 、土 地

区画 整理 事 業を 行う 場合 に おい ては 、施行 規程 及び 事業

計画 を定 めなければならないとされ、この場合 において、

その 事業 計 画に おい て定 め る設 計の 概要 に つい て、市 町

村に あっ て は、 都道 府県 知 事の 認可 を受 け なけ れば な ら

ない と さ れ てい る。  

イ  法５ ５ 条 ９ 項に よれ ば 、市 町村 が法 ５ ２条 １項 の事 業

計画 を定 め た場 合に は 、市 町村 長は 、土地 区画 整理 事業

の名 称 、事 務所 の所 在地 、事業 計画 決定 の 年月 日等 を公

告し なけ れ ばな らな いと さ れて い る 。ま た 、法 ５５ 条 １

３項 によ れ ば、事業 計画 の 変更 の場 合も 同 条９ 項の 規定
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を準 用す る とさ れて いる 。  

ウ  法５ ６ 条１ 項に よれ ば 、土 地区 画整 理 事業 を行 う市 町

村に 、同条 ３項 が掲 げる 換 地計 画、仮 換地 の指 定及 び減

価補 償金 の交 付 に関 する事 項 について権限 を行 う 土地 区

画整 理審 議 会を 置く と さ れ てい る。  

⑵  仮換 地 の 指 定  

ア  法９ ８ 条 １ 項に よれ ば 、施 行者 は、換 地処 分を 行う 前

にお いて 、 必要 があ る場 合 にお いて は、 仮 換地 を指 定 す

るこ とが で きる と さ れ、 同 条２ 項に よれ ば 、 そ の指 定 に

おい ては 、換地 計画 にお い て定 めら れた 事 項又 は換 地計

画の 決定 の 基準 を考 慮し て しな けれ ばな ら ない と さ れ て

いる 。  

イ  法９ ８ 条３ 項に よれ ば 、土 地区 画 整 理 事業 を行 う市 町

村は 、仮換 地を 指定 しよ う とす る場 合に お いて は、土 地

区画 整理 審 議会 の意 見を 聴 かな けれ ばな ら ない と さ れ て

いる 。  

ウ  法９ ８ 条５ 項に よれ ば 、 仮 換地 の指 定 は、 仮換 地と な

るべ き土 地 の 所 有者 及び 従 前の 宅地 の所 有 者に 対し 、仮

換地 の位置 及 び地積 並 びに仮 換 地の指 定の効 力 発生 の日

を通 知し て する もの と す る と さ れて いる 。  

⑶  換地 計 画  

ア  法８ ６ 条１ 項に よれ ば 、施 行者 は、施 行地 区内 の宅 地

につ いて 換 地処 分を 行う た め、 換地 計画 を 定め なけ れ ば

なら ず、 こ の場 合、 施行 者 が市 町村 等で あ ると きは 、 そ

の換 地計 画 につ いて 都道 府 県知 事の 認可 を 受け なけ れ ば

なら ない と され てい る。  

イ  法８ ７ 条１ 項に よれ ば 、前 条１ 項の 換 地計 画に おい て

は、換 地設 計、各筆 換地 明 細、各筆 各権 利 別清 算金 明細

等の 事項 を 定め なけ れば な らな いと され て いる 。  

ウ  法 ８ ８ 条 ２ 項 に よ れ ば 、 個 人 施 行 者 以 外 の 施 行 者 は 、
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換地 計画 を 定め よう とす る 場合 、そ の 換地 計画 を２ 週間

公衆 の縦 覧 に供 しな けれ ば なら ない とさ れ 、 同 条３ 項 に

よれ ば、 利 害関 係者 は、 縦 覧に 供さ れた 換 地計 画に つ い

て意 見が あ る場 合に おい て は、 縦覧 期間 内 に、 施行 者 に

意見 書を 提 出す るこ とが で きる とさ れて い る。  

そ し て 、同 条 ６ 項 に よ れば 、 施 行 者 は 、縦 覧 に 供 すべ

き 換 地計 画 を 作 成 し よう と す る 場 合 及び ４ 項 の 規 定 によ

り 意 見書 の 内 容 を 審 査す る 場 合 に お いて は 、 土 地 区 画整

理審 議会 の 意見 を聴 かな け れば なら ない と され てい る。  

エ  法８ ９ 条１ 項に よれ ば 、換 地計 画に お いて 換地 を定 め

る 場 合 に お い て は 、 換 地 及 び 従 前 の 宅 地 の 位 置 、 地 積 、

土質 、水 利 、利 用状 況、 環 境等 が照 応す る よう に定 め な

けれ ば な ら ない とさ れて い る。  

⑷  換地 処 分  

ア  法１ ０ ３条 １項 によ れ ば、 換地 処分 は 、関 係権 利者 に

換地 計画 に おい て定 めら れ た関 係事 項を 通 知し てす る も

の と さ れ て い る 。 ま た 、 同 条 ３ 項 に よ れ ば 、 市 町 村 は 、

換地 処分 を した 場合 にお い ては 、遅 滞 なく 、そ の旨 を都

道府 県知 事 に届 け出 なけ れ ばな らな いと さ れて いる 。  

イ  そ し て 、 法 １ ０ ３ 条 ４ 項 に よ れ ば 、 都 道 府 県 知 事 は 、

同条 ３項 の 届出 があ つた 場 合に おい ては 、 換地 処分 が あ

つた 旨を 公 告し なけ れば な らな いと され 、 また 、法 １ ０

４ 条 １ 項 に よ れ ば 、 前 条 ４ 項 の 公 告 が あ っ た 場 合 に は 、

換地 計画 に おい て定 め ら れ た換 地は 、そ の 公告 があ っ た

日 の翌 日 から従前 の宅地 とみなされるものとされている。  

さ ら に 、同 条 ８ 項 に よ れば 、 法 ９ ４ 条 の規 定 に よ り換

地 計 画に お い て 定 め られ た 清 算 金 は 、 法 １ ０ ３ 条 ４ 項の

公告 があ つ た日 の翌 日に お いて 確定 する と され てい る。  

⑸  価額 の 評価 及び 清算 金  

ア  法６ ５ 条１ 項に よれ ば 、土 地区 画整 理 事業 を行 う市 町
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村長 は 、土 地区 画整 理事 業 ごと に、土 地又 は建 築物 の評

価に つい て 経験 を有 する 者 ３人 以上 を 、土 地区 画整 理 審

議会 の同 意 を得 て評 価員 に 選任 する とさ れ てい る。  

ま た 、 同条 ３ 項 に よ れ ば、 市 町 村 は 、 換地 計 画 に おい

て 清 算金 を 定 め よ う とす る 場 合 、 土 地及 び 土 地 に つ いて

存 す る権 利 の 価 額 を 評価 し な け れ ば なら な い と さ れ 、そ

の 評 価に つ い て は 、 １項 の 規 定 に よ り選 任 さ れ た 評 価員

の意 見を 聴 かな けれ ばな ら ない とさ れて い る。  

イ  法９ ４ 条に よれ ば、 換 地を 定め る場 合 、不 均衡 が生 ず

ると 認め ら れる とき は 、従 前の 宅地 及び 換 地の 位置 、地

積、土質 、水 利 、利用 状況 、環境 等 を総 合的 に 考慮 して 、

金銭 によ り 清算 する もの と し、換地 計画 に おい てそ の額

を定 めな け れば なら ない と され てい る。  

ウ  法１ １ ０条 によ れば 、施行 者は 、法 １ ０３ 条４ 項の 公

告が あ っ た 場合 にお いて は 、 法 １０ ４ 条 ８ 項の 規定 に よ

り確 定し た 清算 金を 徴収 し 、又 は交 付し な けれ ばな ら な

いと され て いる 。  

２  本件 各 処分 につ いて の 検討  

 こ れを 本 件に つい てみ る と、 以下 の 各 事 実が 認め られ る 。  

⑴  処 分 庁 は 、 法 ６ ５ 条 １ 項 に よ り 選 任 さ れ た 各 評 価 員 に 対

し 、 意 見 を 聴 い た 上 で 、 本 件 土 地 評 価 基 準 を 定 め て い る こ

と。  

⑵  処分 庁 は、本 件 各 処分 を 行う に当 たり 、法８６条１項によ

り、都知 事の認可 を受けて本 件 換 地計 画を定めていること。  

⑶  処分 庁 は、本 件換 地計 画 の 作 成に 伴い 、各評 価 員に 対し 、

土 地 の 評 価 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 意 見 を 聴 き 、 各 評 価 員

から 原案 ど おり 異議 がな い 旨の 答申 を得 ていること。  

⑷  また 、処分 庁 は、本 件換 地計 画 を定 める に 当た って 、法８

８条６項により、本件審議会の意見を聴いた上で、同条２項に

より、換地計画を２週間公衆の縦覧に供していること。  
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⑸  そし て 、法８９条１項によれば、換地 計 画に おい て換 地を

定め る場 合 にお いて は 、換 地及 び 従前 の宅 地 の位 置、地 積、

土 質 、 水 利 、 利 用 状 況 、 環 境 等 が 照 応 す る よ う に 定 め な け

れば なら な いと され てい る とこ ろ 、本件換地計画による請求

人 の 各 換 地 の 合 計 地 積 は 、 従 前 各 土 地 の 基 準 地 積 の 合 計 に

比 し て 約 ７ ％ 減 少 す る も の の 、 ほ ぼ 同 位 置 に 各 土 地 は 集 約

され、整 形な 土地 とな って お り（別 紙２ 参照 ）、上記 照応 の

原則 に反 す るよ うな 要素 は 見 当 たら ない こ と。  

⑹  また、本件 各 処分 に係 る 清算 金 は 、本件 審 議会 の意 見を 聴

い て 作 成 さ れ た 本 件 換 地 計 画 に お い て 定 め ら れ た も の で あ

るこ と 。  

なお、清算金の算出過程は別紙５のとおりである。  

⑺  本件各処分は、請 求 人 に 対 し 、 法１０３条１項により、本

件換地計画において定められた関係事項を通知して行われてい

ること。  

⑻  さらに、処分庁は、本件事業に係る換地処分をした旨を都知

事に届出をし、都知事は、その旨を公告していること。  

以 上 の こ と か ら す れ ば 、 本 件 各 処 分 は 、 い ず れ も 上 記 １ の

法 令 等 の 定 め に 則 り 適 正 に 行 わ れ た も の と い う こ と が で き 、

違法 又は 不 当な 点は 認め ら れな い。  

３  請求 人 の主 張に つい て の検 討  

請 求 人 は 第 ３ の と お り 、 本 件 各 処 分 に 係 る 清 算 金 に つ い て

不服 を述 べ てい る 。  

当 該 清 算 金 は 、 本 件 土 地 評 価 基 準 に 基 づ い て 算 出 さ れ た も

の で あ る が 、 本 件 土 地 評 価 基 準 に つ い て 、 不 合 理 な 点 は 認 め

られ ず、清算 金 の 算出 過程 に つい ても 、違 算は 認 め られ ない 。 

そ し て 、 本 件 各 処 分 に 違 法 又 は 不 当 な 点 が な い こ と は 上 記

２ で 述 べ た と お り で あ る か ら 、 請 求 人 の 主 張 に は 理 由 が な い

とい うほ か はな い。  

な お 、 請 求 人 は 、 清 算 金 が 事 前 の 説 明 と 異 な り 高 額 な 請 求
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で あ る 旨 述 べ て い る が 、 当 初 の 清 算 金 予 定 額 よ り 増 額 と な っ

た の は 、 請 求 人 か ら の 要 望 に よ り 仮 換 地 の 位 置 を 変 更 し た 際

に面 積が 増 えた ため であ る 。  

４  請求 人 の主 張以 外の 違 法性 又は 不当 性 につ いて の検 討  

そ の 他 、 本 件 各 処 分 の い ず れ に も 違 法 又 は 不 当 な 点 は 認 め

られ ない 。  

 

以上 のと お り、審査 会と し て、審理 員が 行 った 審理 手続 の 適正

性や 法令 解 釈の 妥当 性を 審 議し た結 果、審理 手 続、法令 解釈 の い

ずれ も適 正 に行 われ てい る もの と判 断す る 。  

よっ て、「第 １  審査 会の 結 論」 のと おり 判 断す る。  

 

（答 申を 行 った 委員 の氏 名 ）  

松井 多美 雄 、大 橋真 由美 、 山田 攝子  

 

別紙 １か ら 別紙 ５ま で（ 略 ）  


